
 

 

令和６年９月定例会 
 

 

 

議 案 説 明 資 料 

予算に関する説明書 

 

 

 

（令和６年度９月補正予算等関係） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域社会振興部 

 

 

 

トータルコストについて 
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令和６年９月定例会議案説明資料目次 

地域社会振興部  

【予算関係】 

（一般会計） 

議案番号 件       名 課 名 等 頁 

第１号 令和６年度鳥取県一般会計補正予算（第２号）   

 １ 補正予算説明資料 美術館 

西部総合事務所県民福祉局 

３ 

４ 

２ 繰越明許費に関する調書  ５ 

３ 債務負担行為に関する調書  ６ 

 

【予算関係以外】 

（議  案） 

議案番号 件       名 課 名 等 頁 

第１１号 鳥取県健全な民主主義のための公明かつ適正な選

挙の確保等に関する条例 
市町村課  ７ 
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令和６ 年度一般会計補正予算説明資料
２ 款　 総務費
　 ２ 項　 企画費  美術館 （  電話 ： 0858-47-3011 ）
　 　 ８ 目　 美術館費　 （ 単位： 千円）

財　 　 源　 　 内　 　 訳
事 業 名 補正前 補　 正 計

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

債務負担行為

1, 956
債務負担行為

49, 465
債務負担行為

51, 421
債務負担行為

49, 465

 鳥取県立美術
館整備推進事
業 1, 000, 134 0 1, 000, 134
 ト ータ ルコ ス ト 補正前： 1, 015, 784千円（ 2. 0人） 、 補正： 0千円（ 0. 0人） 、 計： 1, 015, 784千円（ 2. 0人）

事業内容の説明

 １ 　 事業の目的、 概要

　 鳥取県立美術館の整備及び開館業務に係る Ｐ Ｆ Ｉ 契約に基づき 、 直近の物価変動を 反映し て、 維持管理費の対価
改定を行う 。

 ２ 　 主な事業内容

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　  　 　  　 　 　  　 　 　
項目 内容 債務負担行為

物価変動に伴う 維持管
理費

契約書で定める 指標が３ ポイ ント 以上変動し た「 警備・ 清掃業務に
要する 費用」 、 「 修繕業務に要する 費用」 に係る サービス 対価につ
いて改定を行う 。
＜債務負担行為変更期間＞
令和７ 年度～令和21年度

49, 465

＜物価指標＞     　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ 単位： pt ）

項目 指標 前回 今回 差引

警備・ 清掃業務
毎月勤労統計調査　 賃金
指数

101. 0500
（ 令和元年度： 契約時）

105. 5916
（ 令和5年度平均）

4. 5416

修繕業務 建設物価指数月報／建築
費指数

116. 7166
（ 令和4年度平均）

123. 4416
（ 令和5年度平均）

6. 7250

　 　 　 　 　 　 　 　
＜契約内容＞　 契約期間： 令和２ 年３ 月～令和22年３ 月　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

変更前 変更後 差引
設計・ 建設の対価（ １ ) 9, 568, 059 9, 568, 059 0

開館準備の対価( 2) 593, 333 593, 333 0
維持管理の対価( 3) 1, 414, 803 1, 464, 268 49, 465

運営の対価( 4) 3, 710, 980 3, 710, 980 0
契約額( 1) +( 2) +( 3) +( 4) 15, 287, 175 15, 336, 640 49, 465

 ３ 　 今後のス ケジュ ール

　 令和６ 年９ 月議会　 　 予算（ 債務負担行為） 提案　 →　 予算成立後、 仮契約を締結
　 令和６ 年11月議会　 　 契約変更（ 増額） に係る 議案提案　 →　 議決をも っ て本契約と し て発効
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令和６ 年度一般会計補正予算説明資料
２ 款　 総務費
　 １ 項　 総務管理費  西部県民福祉局 （  電話 ： 0859-31-9655 ）
　 　 ７ 目　 財産管理費　＜地方機関計上予算＞ （ 単位： 千円）

財　 　 源　 　 内　 　 訳
事 業 名 補正前 補　 正 計

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

債務負担行為

0
債務負担行為

1, 564
債務負担行為

1, 564
債務負担行為

1, 564

 鳥取県西部総
合事務所新
棟・ 米子市役
所糀町庁舎整
備等事業費

64, 366 0 64, 366

 ト ータ ルコ ス ト 補正前： 72, 191千円（ 1. 0人） 、 補正： 0千円（ 0. 0人） 、 計： 72, 191千円（ 1. 0人）

事業内容の説明

 １ 　 事業の目的、 概要

  西部総合事務所新棟・ 米子市役所糀町庁舎整備等に係る Ｐ Ｆ Ｉ 契約に基づき 、 直近の物価変動を 反映し て、 維持
管理費の対価改定を行う 。

 ２ 　 主な事業内容

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　  　 　  　 　 　  　 　 　
項目 内容 債務負担行為※

物価変動に伴う 維持管
理費

契約書に基づく 協議で定めた指標が３ ポイ ント 以上変動し た「 修繕
更新業務に要する 費用」 に係る サービス 対価について改定を行う 。
＜債務負担行為追加設定期間＞
令和７ 年度～令和14年度

1, 564

※県負担分（ 対価改定増額分については、 県と 米子市で按分負担する 。 ）
　 県市負担総額　 2, 195千円／米子市負担額　 631千円

＜物価指標＞　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  （ 単位： pt ）

項目 指標 前回 今回 差引

修繕更新業務 建設物価指数／建築費指数
（ 標準指数） ／工事原価

120. 4
（ 2023年3月）

129. 2
（ 2024年3月）

8. 8

 
   ＜契約内容（ 県負担分） ＞契約期間： 令和３ 年３ 月～令和15年３ 月

変更前 変更後 差引
施設整備の対価（ １ ) 1, 342, 147 1, 342, 147 0
維持管理の対価( 2) 285, 760 287, 324 1, 564
その他の対価( 3) 46, 194 46, 194 0

契約額( 1) +( 2) +( 3) 1, 674, 101 1, 675, 665 1, 564

 ３ 　 今後のス ケジュ ール

  令和６ 年９ 月議会　 　   予算（ 債務負担行為） 提案　 →　 予算成立後、 仮契約を締結
　 令和６ 年11月議会　 　 契約変更（ 増額） に係る 議案提案　 →　 議決をも っ て本契約と し て発効
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（単位：千円）

国庫補助金 起債 その他 一般財源

2 総 務 費 4 市町村振興費 1 自 治 振 興 費 東 部 庁 舎 庁 舎 管 理 費
東部地域振
興事務所

88,539 21,915 21,915
東部庁舎駐車場棟泡消火薬剤の更新につい
て、薬剤の製造に想定以上の時間を要し、年
度内の納品が困難であるため。

88,539 21,915 0 0 0 21,915地 域 社 会 振 興 部　　　合　　計

繰　越　明　許　費　に　関　す　る　調　書

左　の　財　源　内　訳
備　考

翌年度
繰越額

款 課名目項 事　　業　　名 予算額

追加
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追加

課名

期　　　間 金　　額 期　　　間 金　　額 国庫支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円

鳥取県西部総合事務
所新棟・米子市役所
糀町庁舎整備等事業
費

西部総合事務
所県民福祉局

令 和 7 年 度 か ら
令 和 14 年 度 ま で

1,564 1,564

変更

期　　　間 金　　額 期　　　間 金　　額 国庫支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

1,956
令 和 7 年 度 か ら
令 和 10 年 度 ま で

1,956 1,956

補
正

49,465
令 和 7 年 度 か ら
令 和 21 年 度 ま で

49,465 49,465

補
正
後

51,421
令 和 7 年 度 か ら
令 和 21 年 度 ま で

51,421 51,421

一般財源

鳥取県立美術館整備
推進事業

美術館

限度額

千円

1,564

補
正
前

限度額
当該年度以降の支出予定額前年度末までの支出（見込）額

特　　定　　財　　源

特　　定　　財　　源

左　 の 　財 　源 　内 　訳

左　 の 　財 　源 　内 　訳

事　　　　　項 課名

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事　　　　　項
前年度末までの支出（見込）額 当該年度以降の支出予定額

一般財源
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 議案第１１号（条例関係）                    市町村課（内線：７２７７） 

条

例

名

等 

鳥取県健全な民主主義のための公明かつ適正な選挙の確保等に関する条例 

 

 

 

提 

 

出 

 

理 

 

由 

 

及 

 

び 

 

概 

 

要 

 

 １ 提出理由 

 日本国憲法及び公職選挙法（以下「法」という。）の精神にのっとり、鳥取県内におい

て、国会議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を選出する選挙が、選挙人の自由に

表明する意思によって公明かつ適正に行われることを確保するとともに、選挙人の積極的

な政治参加を促進するための投票環境の向上及び主権者教育の推進のための施策について

必要な事項を定め、もって民主政治及び地方自治の健全な発展を図るものである。 

  

２ 概要 

(１) 選挙運動は、選挙が選挙人の自由に表明する意思によって公明かつ適正に行われる

ことを確保し、もって民主政治の健全な発達を期するという法に掲げる基本的理念を尊

重して行われなければならない。 

(２) 選挙運動用ポスター等は、選挙運動のために使用するものであって、専ら財産上の

利益を得るために使用するなど、選挙運動のために使用するもの以外のものを公営ポス

ター掲示場に掲示してはならない。 

(３) 公営ポスター掲示場に掲示する選挙運動用ポスター等は、法の規定により公職の候

補者が公営ポスター掲示場ごとにそれぞれ１枚掲示することができるものであり、公職

の候補者以外の者が掲示し、又は公営ポスター掲示場ごとに１枚を超えて掲示してはな

らない。 

(４) 出納責任者は、ウェブサイト等を利用する方法による広告料収入その他の選挙運動

に関する収入について、法に基づく報告書の提出その他適正な管理を行わなければなら

ない。 

(５) 何人も、選挙人が自己の良心に従ってその適当と認める公職の候補者に対し投票す

ることを妨げ、又は他の公職の候補者若しくは選挙運動者が法令の範囲内において行う

自由な選挙運動を妨げることのないよう、選挙の自由妨害罪に該当する行為その他法令

に違反する行為をしてはならない。 

(６) 県及び公営ポスター掲示場を管理する市町村の選挙管理委員会は、法の規定に違反

する文書図画が公営ポスター掲示場に掲示されたと認めるときは、法第147条の規定又は

公営ポスター掲示場を管理する権限に基づき、撤去の命令その他必要な措置を行うもの

とする。 

(７) 選挙の自由妨害罪に該当する行為その他公明かつ適正な選挙が損なわれる急迫かつ

不正の侵害行為が現に行われていると認めるときは、県及び市町村の選挙管理委員会、

警察その他関係機関は、関係法令に基づき、当該行為を速やかに停止させるよう努める

ものとする。 

(８) 県及び市町村の選挙管理委員会は、関係機関と連携し、発達段階に応じた教育の充

実等に留意し、主権者教育の推進に努めるものとする。 

(９) 県及び市町村の選挙管理委員会は、地域の実情に応じ、期日前投票所の増設、オン

ライン投票立会の実施等の投票環境の向上に資する対策の検討及び実施に努めるものと

する。 

(10) 施行期日は、公布の日から起算して７日を経過した日とする。 
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鳥取県健全な民主主義のための公明かつ適正な選挙の確保等に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、日本国憲法及び公職選挙法（昭和25年法律第100号。以下「法」という。）の精神にのっ

とり、鳥取県内において、国会議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を選出する選挙が、選挙人の自由

に表明する意思によって公明かつ適正に行われることを確保するとともに、選挙人の積極的な政治参加を促進

するための投票環境の向上及び主権者教育の推進のための施策について必要な事項を定め、もって民主政治及

び地方自治の健全な発展を図ることを目的とする。 

（適正な選挙運動等） 

第２条 選挙運動は、選挙が選挙人の自由に表明する意思によって公明かつ適正に行われることを確保し、もっ

て民主政治の健全な発達を期するという法第１条に掲げる基本的理念を尊重して行われなければならない。 

２ 法第143条第１項第４号の３及び第５号のポスター（以下「選挙運動用ポスター等」という。）は、選挙運

動のために使用するものであって、専ら財産上の利益を得るために使用するなど、選挙運動のために使用する

もの以外のものを法第144条の２第１項若しくは第８項又は第144条の４の掲示場（以下「公営ポスター掲示

場」という。）に掲示してはならない。 

３ 公営ポスター掲示場に掲示する選挙運動用ポスター等は、法第144条の２第５項（同条第10項において準用

する場合及び法第144条の４の規定により法第144条の２第５項の規定に準じて定める条例の規定を適用する場

合を含む。）の規定により公職の候補者が公営ポスター掲示場ごとにそれぞれ１枚掲示することができるもの

であり、公職の候補者以外の者が掲示し、又は公営ポスター掲示場ごとに１枚を超えて掲示してはならない。 

４ 出納責任者（法第180条第１項に規定する出納責任者をいい、これに代わってその職務を行う者を含む。）

は、法第142条の３の規定により行うウェブサイト等を利用する方法による広告料収入その他の選挙運動に関

する収入について、法第189条に基づく報告書の提出その他適正な管理を行わなければならない。 

５ 何人も、選挙人が自己の良心に従ってその適当と認める公職の候補者に対し投票することを妨げ、又は他の

公職の候補者若しくは選挙運動者が法令の範囲内において行う自由な選挙運動を妨げることのないよう、法第

225条各号に掲げる行為その他法令に違反する行為をしてはならない。 

（公明かつ適正な選挙の確保等） 

第３条 県及び市町村の選挙管理委員会は、公明かつ適正に選挙が行われ、前条の規定の適正な運用が確保され

るよう、法に基づく権限を適切に行使し、その事務を適正に管理するものとする。 

２ 県及び市町村の選挙管理委員会は、公明かつ適正な選挙の実施の確保のため、相互に連携を図りながら協力

するものとする。 

３ 県及び公営ポスター掲示場を管理する市町村の選挙管理委員会は、前条第２項又は第３項の規定に違反する

文書図画が公営ポスター掲示場に掲示されたと認めるときは、法第147条の規定又は公営ポスター掲示場を管

理する権限に基づき、撤去の命令その他必要な措置を行うものとする。 

（急迫不正の侵害行為への対応） 

第４条 法第225条各号に掲げる行為その他公明かつ適正な選挙が損なわれる急迫かつ不正の侵害行為（以下こ

の条において「急迫不正の侵害行為」という。）が現に行われていると認めるときは、県及び市町村の選挙管

理委員会、警察その他関係機関は、関係法令に基づき、当該急迫不正の侵害行為を速やかに停止させるよう努

めるものとする。 

２ 県及び市町村の選挙管理委員会、警察その他関係機関は、急迫不正の侵害行為に対し、速やかな対応が行え

るよう、必要な情報交換を行うなどして相互に連携を図りながら協力するものとする。 

（主権者教育の推進等） 

第５条 県及び市町村の選挙管理委員会は、県及び市町村の教育委員会、学校その他関係機関と連携し、法第６

条第１項に規定する政治常識の向上のため、次に掲げる事項に留意し、主権者教育の推進に努めるものとする。 

(１) 小学生等若年層から成年に至るまでの発達段階に応じた教育の充実 

(２) 県及び市町村の議会との連携 

(３) 情報通信技術の活用 
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２ 県は、選挙に関し、事実に反する情報その他不適切な情報がインターネットを通じて広く流布され得ること

等に鑑み、県民に対し、インターネットその他不特定多数の者に情報を伝達する媒体により得られる情報を適

切に判断する能力を高めることにより県民が適正な情報に基づいて投票することを促進するため、必要な主権

者教育等を行うよう努めるものとする。 

（投票環境の向上） 

第６条 県及び市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の利便性の向上のため、地域の実情に応じ、次に掲げ

る投票環境の向上に資する対策の検討及び実施に努めるものとする。この場合において、県の選挙管理委員会

は、市町村の選挙管理委員会に対し、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。 

(１) 投票所の増設 

(２) 期日前投票所（移動式のものを含む。）の増設 

(３) 共通投票所の設置 

(４) インターネットを利用した投票立会の実施等情報通信技術の活用 

(５) 投票所、期日前投票所及び共通投票所において投票を行おうとする選挙人に対する交通手段の提供 

(６) その他選挙人の投票の利便性の向上に資する対策 

（表現の自由の保障） 

第７条 県及び市町村の選挙管理委員会、警察その他関係機関並びに公職の候補者及び選挙運動者は、選挙運動

における表現の自由の保障が民主政治及び地方自治の健全な発展の根幹をなすものであることに鑑み、法の規

定に基づく選挙運動（公職の候補者及び選挙運動者にあっては、他の公職の候補者又は選挙運動者の選挙運

動）における表現の自由を不当に侵害しないようにしなければならない。 

附 則 

この条例は、公布の日から起算して７日を経過した日から施行する。 
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